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開会 午前１０時００分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○高木委員長 それでは、ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

 本日の出席は全員でありますので、これより会議を進めてまいります。 

 まず、無所属議員を委員外議員として出席を求めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○高木委員長 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時０１分 

────────────────────────────────────────────────────── 

再開 午前１０時０２分 

○高木委員長 それでは、再開いたします。 

まず１点目の、令和４年第１回定例会の運営について、（１）市長追加提出議案について、議案

第６３号を理事者から説明お願いいたします。 

○野﨑総務部長 本日、追加提出させていただきました議案第６３号、令和３年度旭川市一般会計

補正予算でありますが、その内容につきましては、総合政策部長から後ほど御説明のほうをさせて

いただきます。この内容ですけれども、北海道のまん延防止等重点措置が３月２１日まで延長され

たということに伴いましての飲食店への協力支援金という内容になっております。速やかに支給手

続を開始する必要があることから、その取扱いにつきましては、何とぞ御先議をいただきますよう

お願いを申し上げます。 

○佐藤総合政策部長 議案第６３号、令和３年度旭川市一般会計補正予算につきまして、補正予算

書に基づきまして御説明申し上げます。今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額にそ

れぞれ１６億５９５万８千円を追加しようとするものでございます。その内容といたしましては、

４ページの事項別明細書、歳出にお示しいたしておりますように、７款商工費では、感染防止対策

協力支援金で１６億４３２万８千円、１０款教育費では、修学旅行等関連費の２事業で１６３万円

を、それぞれ追加しようとするものでございます。これらの財源につきましては、３ページの歳入

にお示しいたしておりますように、１５款分担金及び負担金で３億２千８２万３千円、１７款国庫

支出金で１２億８千３５０万５千円、２１款繰入金で１６３万円を、それぞれ追加しようとするも

のでございます。２ページの第２表繰越明許費補正では、感染防止対策協力支援金を繰越明許費と

して追加しようとするものでございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○高木委員長 ただいまの理事者の説明について、委員の皆さんから御発言ございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○高木委員長 それでは、アの審議方法についてであります。ただいま、理事者の説明の中で先議

の要望がありました。先議ということで取り扱いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○高木委員長 そのように扱うことといたします。 

 それでは、イの質疑、討論の有無及び賛否について、各会派及び無所属に確認をいたします。 

○菅原委員（自民会議） 質疑、討論なく賛成です。 
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○品田委員（民主連合） 質疑、討論ありません。賛成いたします。 

○中村委員（公明） 質疑、討論なく賛成いたします。 

○石川委員（共産） 質疑、討論ありません。賛成します。 

○金谷委員（無党派Ｇ） 質疑、討論なく賛成です。 

○横山委員外議員（無所属） 質疑、討論なく賛成します。 

○高木委員長 それでは、本会議直接審議とし、明日の本会議の冒頭で扱うこととさせていただき

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、明日の本会議の日程について事務局より説明をお願いいたします。 

○梶山議会事務局議事調査課主幹 明日の本会議の運びについて御説明いたします。開会し、会議

録署名議員の指名、報告の後、議事に入ります。まず、議案第６３号を議題とし、理事者から提案

説明があった後、質疑、討論なく、簡易採決となります。ここまでの所要時間につきましては、お

よそ５分程度と思われます。次に、議案第２６号ないし議案第５８号の以上３３件を一括して議題

とし、大綱質疑、予算等審査特別委員会の設置、同特別委員会委員の選任、正副委員長の選任を行

います。次に、３月９日から３月２４日までの１６日間を休会とし、３月２５日午前１０時に本会

議を招集して、散会となります。 

 以上でございます。 

○高木委員長 ただいまの事務局の説明のとおりでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○高木委員長 それでは続いて、２点目のその他に入ります。 

 （１）新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者等になった際の対応についてということで、

新型コロナウイルス感染症については、まん延防止等重点措置が延長されたということで、いまだ

に新規感染者が増えている状況にあります。それに関連して、自宅待機等も考えられるということ

で、自宅待機等になった場合に、質疑の場面について、配慮する必要があるかなというふうに考え

ております。これらの対応について検討いただくよう、議長を通じて、予算等審査特別委員会の正

副委員長に申し伝えたいと考えていますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○高木委員長 そのように申し伝えることといたします。 

 それでは、次回の議会運営委員会は追って連絡をいたします。 

 本日は、以上で散会いたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１０時０７分 


